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総合科学技術会議 評価専門調査会 

「戦略的基盤技術高度化支援事業」 

評価検討会（第２回）議事概要（案） 

 

日 時：平成１７年１０月１３日（木）１５：００～１７：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館４階 第４特別会議室 

 

出席者：笠見座長、阿部議員、柘植議員、小林専門委員、平澤専門委員、 

    畚野専門委員、田中委員、山田委員 

説明者：経済産業省中小企業庁技術課長          後藤 芳一 

        同     課長補佐          戸高 秀史 

        同     技術支援１係長       原  岳広 

        同     技術支援３係長       好岡 浩二 

議 事：１．開 会 

    ２．第１回評価検討会の議事概要について 

    ３．経済産業省への質問事項に対する説明と質疑応答 

    ４．本事業において評価の論点とすべき事項・内容について 

    ５．評価コメントの提出について 

    ６．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１   第１回評価検討会議事概要（案） 

  資料１－２ 経済産業省への質問事項 

  資料３－１ 「戦略的基盤技術高度化支援事業」質問事項への回答 

  資料３－２ 製造業の基盤技術を担う中小企業の研究開発の現状等 

  資料３－３ 平成１８年度 中小企業関係 概算要求等の概要 

  資料３－４ 基盤技術の例 

  資料３－５ 戦略的基盤技術高度化支援事業における研究開発の想定事例 

  資料３－６ 戦略的基盤技術高度化支援事業 実施スキーム 

  資料３－７ 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択スキーム（案） 

  資料４   本事業における評価の論点（案） 

  資料５   提出いただいた追加意見 

 

（机上資料） 

  ○国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成１７年３月２９日） 

  ○科学技術基本計画（平成１３年３月３０日） 
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  ○「先端計測分析技術・機器開発事業」について（平成１５年１１月２５ 

   日） 

 

議事概要： 

【座長】時間が定刻前ですけれども、皆さんおそろいになりましたので、本日

は大見先生が欠席なので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、戦略的基盤技術高度化支援事業の第２回目の評価検討会ということ

です。前回１回目は、総合科学技術会議が自ら評価するというテーマに対して

提案元の経産省の方から説明をいただいて、いろいろ議論をしたところです。 

 本日２回目、もう最後ですけれども、本日は２つ皆さんに議論していただき

たいことがあります。１つは前回も含めて前回以降いろいろな質問をこの検討

会として経産省に出しておりますので、それについての説明をいただき、また

足りないところは質問するということが前半１時間です。 

 それから、後半は本事業において評価の論点とすべき事項というのを整理し

て、評価専門調査会に報告する骨子を皆さんと一緒に議論したいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料その他、事務局の方から説明をよろしくお願いします。 

 

 <事務局から田中委員の紹介が行われた後、配付資料の確認が行われた。＞ 

 

【座長】それでは、まず初めに前回の議事録ですけれども、資料１のとおりで

す。本検討会は非公開ということで運営されておりますので、各メンバーの名

前は伏せた形で公表したいと思います。事前に各メンバーの皆様には書面で確

認いただいておりますけれども、この議事録（案）をご承認いただけるかどう

か、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 それでは、皆さんご確認いただいたようなので、資料のとおり名前を伏せて

公表させていただきたいと思います。 

 続きまして、前半の議題ですけれども、経産省への質問事項を出しておりま

す。それについて事務局から説明していただきたいと思います。 

【事務局】それでは、資料２をご覧いただきたいと思います。こちらが経済産

業省に投げかけております質問事項です。 

 この質問事項につきましては、既に委員の皆様方には事前にご確認をいただ

いておりますし、またこの後、経済産業省から答えていただくということにな

っておりますので、項目名のところだけを紹介をさせていただきます。 

 まず１番といたしまして、制度の全体像に関する質問でして、本事業を必要

とする背景、それから本省の直轄部分と中小企業基盤整備機構とを介する部分
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に分かれていることについての質問、それから応募主体、関係者の関係につい

てということ。２番目の項目は採択のプロセスについてということで案件の決

定の手続等、それから審査委員会の委員の選定の方法等についてということで

す。 

 ３点目がコンソーシアムについて、事業管理法人、プロジェクトリーダー、

サブリーダー、コンソーシアムのメンバーとその選定方法、マネージメント体

制に関する質問です。 

 それから、４番目が研究開発の成果について、成果として得られた知財権の

帰属あるいは成果の達成度の判断、成果が得られなかった場合の対応、普及方

策等々に関する質問です。 

 ５番その他ついて、他省庁や自治体等との連携、ほかの制度との重複排除に

関する質問です。 

【座長】それでは、これから経済産業省の方に入っていただいて、この質問に

対する説明をしていただくと同時に、後半３０分は改めて皆さんからいろいろ

質問をしていただきたいと思います。 

 それでは、入室してください。 

 

【説明者入場】 

 

【座長】本日はこの検討会に対応していただきまして、ありがとうございます。 

 それではまず、最初の３０分を事前に質問事項としてこちらから出してこと

について説明していただいて、あと３０分を議論とさせていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

【経済産業省】中小企業庁の技術課です。どうぞよろしくお願いします。 

 先般もご指導ありがとうございました。本日配られております資料のうちの

資料３－１以降、資料３－７まででして、これが先般事務局を通じましてご質

問を整理がなされてきましたものに対する整理です。 

 大きく４つほどありますけれども、最初の資料３－１の１ページ目にありま

すのが制度の全体像というところです。 

【座長】この質問の表の一番上に書いてありますように、全体としてはこれが

本当に中小企業の競争力が強くなって、世界に対する競争力を持って日本の産

業が活性化されるのであれば非常に期待できるということを皆さん大体思われ

ていると思うのですけれども、やはり中小企業が革新的かつハイリスクな研究

開発あるいはイノベーションにチャレンジして、それを３年ないし５年で事業

にうまくつなげていくと、こういうテーマをどういうぐあいに選んで、どれぐ

らい運営していくのか、あるいは基盤技術というのをどういうぐあいに選択し
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ていくのか、その辺の仕組みあるいは運用の仕方というのはすごく難しいので

はないかということが基本だと思います。全体像についても今回のものがどう

いう位置付けになるのかということを簡単に説明していただいて、ポイントは

そういうことですので、そこを外さないように説明していただきたいと思いま

す。 

【経済産業省】承知いたしました。 

 資料３－１の文書のものがありまして、大きく４つのパートがあります。最

初は制度の全体像で、例えば四角の箱の下に（①－（１））と書いてあります

ように、研究開発をしている企業はあまり多くないわけですけれども、最近は

少しふえて数パーセントから１割に上がりました。研究開発をしているところ

は業績が割といいと、業績がいいから研究開発に投資できているという見方も

あります。 

 次のご指摘の、（①－（２））と（３）です。経済産業省における支援策の

全体像あるいはその中でのこの事業の位置付けです。資料３－３をご覧いただ

きまして、資料３－３は中小企業庁の平成１８年度概算要求の概要です。ここ

に１から５とありまして、これが中小企業施策の体系です。高度部材・基盤産

業を支える中小企業への支援に本件が含まれており、次が新事業展開、事業再

生、人材確保と育成、金融、商業と中心商店街という５つの体系です。その中

の１番にあるということです。 

 全体の予算は２ページをご覧いただきますと、1,451億円です。中小企業対

策費は科学技術振興費等と同じように予算のコード番号が振られて管理されて

いるものです。 

 ３ページ、４ページに高度部材・基盤産業を支える中小企業というところが

ございまして、川上・川下のネットワークの構築を支援します。今回の問題意

識の一つは、我が国の製造業あるいは中小企業の製造の拠点が海外に移ってま

いるとか、それから大手と中小、川上・川下の取引の構造が一層競争的になっ

てまいっております。従来も競争的ですけれども、オープンの取引が増えてい

るということを考えまして、ネットワークを支援していくという予算が１番に

出ております。今回ご指導賜っております９２億円は、その次の研究開発をも

って支援するということです。ご指摘の研究開発が今回の基盤産業を支える中

小企業の中でどういう位置付けかということはこの位置付けになります。 

 次のページにまいりまして、高専等を核とした人材育成というのは、高専の

設備ですとか教員の方々のリソースを活用しまして、地域の中小企業のスキル

アップに活用するというのが３番目です。 

 ４番目は計量標準でして、不確かさなどをトレーサビリティをもってちゃん

と評価するものです。いろんな物理量がありますけれども、それに必要なイン
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フラを地域に普及させて行くこと、これが（４）です。 

 それから、（５）は熟練の技能者、こういう方々の判断力とか加工に関する

スキル、こういうものをデジタル技術を活用しまして…… 

【座長】全部説明しなくていいですよ。見ればわかりますから。 

【経済産業省】（６）が知財です。 

 以下のページは省略ですけれども、中小企業施策の中における中小企業のあ

り方もどうかというご議論もありました。今年はこういう姿になっております。 

 ３－１にお戻りいただきまして、重要基盤技術というのはどういうものかと

いうものです。資料３－４をご覧いただきますと、これも前回ご説明させてい

ただきましたけれども、１枚おめくりいただきますと、上の方に燃料電池です

とか情報家電といったようないわゆる川下産業、調達側がいまして、その下に

共通の部品になるような材料ですとか半導体といったものがありまして、その

下が基盤技術です。今回考えておりますメッキですとかプレスですとか、そう

いうものがございまして、右下に「・・・技術」と書いてありますが、これは

オープンになっております。これからいろいろ調整をしましてどんな技術を入

れていくべきか、この場でも素材系の技術もあるのではないかというご指摘も

賜りました。そういうことも踏まえまして、どこまでの技術を入れていくかと

いうことを考えていくということです。 

 次のページは、上の方に川上側、基盤技術を持つ中小企業と一番下の方に川

下側、調達するセットメーカー、加工いわゆる大手メーカーを書いてあります。 

 次のページ以降は具体的に個別の基盤技術の工法というものがどういう姿に

なっていくのか、前回もさせていただきましたので、これは省略させていただ

きます。これが基盤技術とはどのようなものかということに関するものです。 

 次に、新たな法整備を予定しているということはどのようなものかというご

指摘がありました。法律につきましてはまだどういうものが法律事項になるの

か、どういう措置をするのか現在関係方面と調整中です。現在の私どもの考え

方としましては、切り口は技術を支援する措置を講じてまいると、これは予算

もありましょうし、既にあります制度を一定の要件を満たす技術には、何らか

の優遇措置を講じるなどを今模索しているところです。 

 いずれにしましても、法律をつくってちゃんと国がやってまいる。それを、

ものづくりの中小企業のところでやっていくというメッセージを送ることが大

事と思っております。 

 次に本省の直轄と基盤整備機構。本省経由というのは経済産業局経由という

ことになります。地方の事情を生かしまして、資料３－５のカラーのものがそ

れに対応いたします。資料３－５の１ページ目は黄色い部分が１つだけ書いて

ありますけれども、これは一般枠で経済産業局経由です。この一般枠、局経由、
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要するに経産省がやるものは黄色の部分、川下の企業が噛むのは１社でよいこ

とにします。次のページの重要産業横断枠というのは黄色が２つ書いてありま

すけれども、複数でありまして、基盤機構経由で、川下同士がシナジーという

ことも出てまいるかとも思います。これはよりハードルが高いのですけれども、

基盤機構でやるというのは、川下が複数になりますと、より広域での連携が必

要になってこようかと思いまして、全国的に一元的に機構でやるという考え方

です。こういうプロジェクトを組成していく過程自体が重要かと考えておりま

す。 

 繰り返しになりますけれども、既存の制度でやってまいりましたときもそう

いう形で組成をして運営しております。 

 応募主体と関係者の関係というご指摘がありました。資料３－１では四角の

中の③ですけれども、コンソーシアムはどうやって組むのかと、これは今申し

たようなことです。その（２）で、審査のやり方です。これは資料３－６で、

次のところにまたがりますけれども、資料３－１の４ページ目の採択のプロセ

スについてとかねて説明させていただきます。 

 資料３－６は経済産業省と基盤機構が事業を実施して、そこで審査もします。

下に大きく箱で書いております共同研究体（コンソーシアム）が応募してまい

りまして、①から②、④、⑥の公募、提案、審査して決定するということをや

りまして、コンソーシアムには中小企業とユーザー企業、ご支援いただく大学

とかが入るという形で、審査のプロセスが資料３－７です。 

 これは一次、二次、三次の評価がありまして、外部有識者で一次評価、二次

評価が行政によります政策評価、最後に委員会、外部の有識者にご指導賜りま

して決めてまいります。 

 最初の外部評価委員による書面審査、ピアレビューですが、こちらは事務的

に簡単にするために基盤機構でまとめてやろうかと思っております。局に出さ

れたものを一旦機構の方に回付しまして、そこで専門家のところにお持ちして

点数をつけていただくという考え方です。 

 有識者は、学術的にご専門の方もそうですし、川上の事情、川下の事情に通

じた方々にご指導賜りたいと、そういうことを考えた人選にしたいと思ってお

ります。 

 資料３－１の次のページをご覧いただきますと、コンソーシアムについてで

す。 

 どんな種類の法人がそれになり得るかということで、下の方に10近く書い

てありますけれども、民間企業、大学、公設試験研究機関、財団、社団、第三

セクター云々といったようなところが契約の主体になることを考えております。 

 それから、プロジェクトリーダーとサブリーダーはどんな人かということで
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す。前回のご指摘で、内部の人だけで仲間うち同士の判断になってしまわない

か、それは前回も申しましたとおり、確かにそのとおりかと思いますので、今

度やるときには、もし外部にリーダーあるいはマネジメントのスキルをちゃん

と確立したような人材が職能といいますか、それがあるのでしたら、積極的に

外部から登用するというようなものができましたら、制度としても革新的なこ

とができるのではないかと思いまして、そのことは勉強させていただきたいと

思っております。 

 プロジェクトリーダー、サブリーダーはコンソーシアムを組むメンバーで決

めることになろうかと思いますので、放っておきますと内輪で幹事会社がとい

う話になってしまいがちですので、今のようなことを心がけたい。要するにご

指摘の趣旨は、ただの調整役というものではなくて、ちゃんとリーダーといい

ますか大統領みたいな集権的な権限を持って責任と権限、こういうことをやっ

ていくやり方ではないかと思いますので、そこを考えさせていただきたいと思

います。 

 それから、次に構成メンバーはどのようなものかということですが、先ほど

ございましたように、プレスですとプレスばかりの水平的な同じ機能の人では

合理的ではありませんので、微細加工が得意な人ですとか、いろいろな得意技

があろうかと思いますので、それをきめ細かく選んで役割分担をしていただく

ということだと思います。そのことがちゃんとなされているかどうかというの

は、採択をするときに入っているメンバーがちゃんと必要不可欠な機能を果た

しているのかを検証しながら採否を決めていくことが大事と思っております。 

 次に、うまくいっていない人をちゃんと排除する、そういうことはできるの

かというご指摘もございました。既存の制度では途中でキックアウトすること

はできておりませんでした。本当に全員が役割を果たしているかをちゃんと検

証して、最適な体制でしていくこと、これをきちっと見ていく、これは私ども

の課題と思っております。 

 放っておきますと、やっぱり仲間うちでやってしまいがちになりますので、

場合によってはコンソーシアムごとの競争といいますか、コンソーシアム全体

としてのパフォーマンスがちゃんと出ているかを厳しく問うようにしますと、

お荷物の人がいますと全体の成績を下げることになります。自発的に最適な体

制にする力が働くようにと、こういうのが一番自然でいいかと思いますが、外

からこの会社がよくないというのはなかなか言いにくいかと思います。ビルト

インしたメカニズムというのをできるようにしたいと思います。これも今後考

えたいと思います。 

 それから、マネージメントであります。 

 先ほどのプロジェクトリーダーですとかマネージメントの人材の職能という
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ことになってこようかと思います。プロジェクトのロードマップと申しますか、

ガントチャートみたいなものかもしれませんが、目標管理といいますか、情報

をみんなで共有しまして、うまくいっているかどうかをきっちりやっていくこ

とが大事と思っております。 

 それから、評価ですとかそういう際に大学等のご知見が活用できるのではな

いかというご指摘がありまして、これもそのとおりと思います。ただ、大学さ

んに必ずお入りいただくことを要件にするかどうかは、そこまではまだちょっ

と決め切っておりませんので、そういうことを強くおすすめするのは考えさせ

ていただきたいと前回申しまして、それを考えてさせていただきたいと思って

おります。 

 それから、最終的にだれがチェックするかということでありまして、外部有

識者による評価委員会で毎年チェックしてまいりたいと思っております。 

 昨年度の場合ですと、最終年度の予算配分を傾斜して配分しましたけれども、

これはスタート台といいますか、既にそこまではできております。もっとやれ

ればよろしいのは、１年目が終わったところでも評価ができればと思いますけ

れども、１年目は半年間ぐらいしかなくなってしまいます。その時点でうまく

いっている、いっていない評価をこれはちゃんとした指標ですとか、ちゃんと

した見方ができれば、そういうところから見れるのかもしれませんが、その辺

のやり方につきましては、引き続き勉強させていただきたいと思っております。 

 最後の２ページ、成果の扱いですけれども、成果の帰属は誰のものかという

ことで、これはバイドール法によりまして、知財は事業者側ということになり

ます。 

 それから、成果の達成度はどうチェックするかということです。先ほど申し

ましたように、目標管理がちゃんとできているかということです。例えば応募

していただきますときに数量化できるような目標は数量化して書いていただき

まして、それに達成する達成度がどうかというようなことを見てまいれば、目

標を低く書いてくれば採択のときにそこでチェックを受けることになります。

高く書き過ぎますと、その達成ができないというようなことです。現在やって

おりますのも金型をつくる時間と価格が何分の１になったとか、ざっくりした

数字で目標管理していくというのもしておりますので、これもなるべくしてま

いりたいと思っております。 

 それから、普及をさせるのはどうするかということであります。先ほど省略

しましたけれども、実際には中小企業庁内の制度で、開発の後フェアに出展す

る費用ですとか、を補助する制度があります。いわゆるスタートアップ補助金

の第二次です。技術開発ではなくて市場展開のところだけ支援します。金額も

安くて補助率も２分の１と低くなりますけれども。ほかに幾つか展示会、今も
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ちょうど昨日から明日まで有明で中小企業総合展をやっております。いわゆる

新連携という制度、この春に成立させていただきました法律で支援する制度が、

今年度を初年度で始まっております。そこでやっておりますテーマは、中小企

業総合展の中に枠を設けまして、取り組んでいる事例を出展していただいてお

ります。ご指摘の成果をどうやって普及していくかにつきましては、ほかの制

度などによりまして、なるべく盛り上げてやっていこうという具合に思ってお

ります。 

 それから、最後のページでありますけれども、よく連携をしてまいる、ある

いは重複というのを排除するという点です。これにつきましては、既にやって

おります制度も理化学研究所さんのご指導を賜ってやっておるテーマもありま

す。必要に応じてそういう機関間、私どもと理化研さんでお話しさせていただ

くような局面も持たせていただくのもあろうかと思います。現在は、事業者が

そこと自分で話をしている状態ですけれども、今後考えさせていただきたいと

思います。 

 それから、重複の排除ですけれども、ＳＢＩＲ制度によりまして関係省庁と

どういうテーマが出てきておるかをお互いにチェックするシステムがあります。

それに乗せて二重投資などはしないようにと、そういう制度があります。これ

を活用したいと思いますけれども、まだ足りないのがあれば改良しながらやっ

てまいりたいと思います。 

 以上です。 

【座長】ありがとうございました。 

 皆さん質問がたくさんあるのではないかと思いますので、どうぞこれから質

問をお願いします。 

【委員】何点かあるのですけれども、まず第一は、最初の方で説明になったこ

とは、今年度の中小企業庁全体の中の位置付けになっているわけですけれども、

お聞きしたいのは、この新たにつくる制度、つまり基盤技術高度化支援事業と、

それに類する政策が過去から見てどのようにつながって、どういう分野はやっ

てきたけれども、ここはやっていないとか、あるいは本省ではどういうのを分

担しているとか、こういう全体像を本当は知りたかったと思うのです。これは

既に整理されておられると思うので、次の機会にはそういう形のものを出され

るといいと、これが第１です。これは簡単ですけれども。 

 第２点以降はちょっと難しい話になるかなと思いますけれども、まず前回は

ご説明の中では高度部品をつくるというのは既にやっていたと。今回のは技術

に中心を置いてやると、そういう話だったわけです。 

【座長】前回のというのはここでの議論？ 

【委員】説明があったわけです。 
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【座長】既に２年ぐらい前からやっているのがありますよね。 

【委員】そうですね。 

【座長】それも基盤技術でしょう。やっぱりメッキとかをやっているのは。 

【委員】いや、それは製品を一応イメージして、それに関連した技術といった

ような形だけれども、今回の事業は技術をくくり出してくるというもの……。 

【座長】基盤技術を…。そういう違いがありましたか？そこをちょっとはっき

りさせてください。 

【経済産業省】前回の制度はロボット部品と金型です。メッキ技術とかはかな

り因数分解し終わった技術です。前回は一段上の部品で、切削とかいろいろな

技術を組み合わせてできるのが金型ですので、今回はその下のメッキとかそう

いうことをやろうとしております。 

【座長】そういうことですか。 

【委員】もう少し技術というような領域、これは中小企業ですからスキルを含

んでいるというように理解していいのではないかなと思っているんですけれど

も。言い直してみると、いわば中小企業は非常に小規模なんだけれども、何ら

かの得意技を持っていると。その得意技を高度化するのを支援するといったよ

うな趣旨ではないかなと思っているのです。 

 そのこと自体は非常にいいことだと思うのですけれども、ここから先が難し

い話になってくるわけで、前回のこの委員会でも議論したように、どのように

技術を磨くような、高度化するようなコンソーシアムをつくれるかということ

です。当然、中小企業ですから、それほどゆとりがあるわけではないし、内部

に技術だけを独立に磨いて集積するといったような、そういう仕掛けは余りな

い。だとすると、何かのターゲットをもってその中の自分のところの得意技を

分担してそれぞれ磨いていくといったようなイメージになるのかなと思ってい

るのです。どうも全体を見ると、今のようなことがはっきり実現できるという

ような書き振りになっていないのではないかな、というのは依然として残って

いる危惧なんです。 

 それで、さらに進めて言うと、今度は審査のプロセスですけれども、審査の

プロセスで最初は技術で評点して選びますね。そうすると、得意技の高度化と

いったときに既に備えている得意技、これはある程度進んでいる技術だとしま

す。それをさらに高度化していくという技術の進化を図るといいましょうか、

こういう課題は比較的選ばれてくる可能性が高いわけです。だけれども、ここ

で目指しているのは日本全体の基盤をつくっていこうという話ですから、今の

段階では例えばスキルに近いようなものだけれども、それを高度化することに

よって、より広く使えるようになるとかといったような、その種の技術の審査

の中でローテクに類するという印象を持たれるような部分をさらに高度化して
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基盤を広げると、基盤の拡大というような要素が抜け落ちるのではないかなと

いう気がするのです。 

 それで、この辺、規格化の世界に通用する中小企業をつくろうというような

趣旨ではこれはないだろうと思っているのですけれども、基盤をつくっていく

とすれば、むしろ今まではスキルに属するようなものだったのを高度化して近

代化していくと、こういうところに重点が置けるような審査過程というのを構

想すべきではないかなというのが３番目です。 

【座長】ちょっとたくさん質問があったので、もう一回１番のポイントをまと

めたいのですが、基盤技術というのは何か、本当に将来重要になる部品とか素

材とか、そういうものにキーとなる技術を高めると、だから、そこのところな

しには基盤技術とあんまり言えないのです。ですから、そこの関係をどう見な

がら、今までやってきたところとどう連携するのかというのもあるんですけれ

ども、そこを今のスキームだと審査委員会でしたか、成長重要分野があって、

そこから必要なデバイスとかあるいは材料とかというのがある程度ブレイクダ

ウンされて、それを構成する基盤技術をどう選定するのか、候補テーマを選ぶ

ときに。そこのところがすごく重要だと思うのです。 

 ですから、今の委員とも同じだけれども、基盤技術ありきでスタートするこ

とではないのではないかと私も思っているのだけれども。そのメカニズムをど

ういうぐあいにして候補テーマ、募集テーマを決める、あるいはそのときに部

品があるからこれだけのスペック、今までよりは何倍のスペックというのが出

てくるわけです。単なるメッキ技術を上げましょうというのではなくして、こ

ういうものに使える技術にするためなら今の技術を何倍よくしないとだめだと。

そのバリアがきちっと明確に最初から提示されないと何が何だかわからなくな

ってしまうということなので、そこはどういうプロセスでそういうのを出せる

のかということでしょう。 

 だから、その辺は単にメッキ技術というのではなくて、その中のこういうと

ころをこのくらいのレベルまで上げないと、とても日本の産業の競争力という

のは将来がないよということになるのではないかというと思うけれども、そこ

のメカニズムをどうやってそれをはっきりさせるのか、審議して決めていくの

か。 

【委員】ちょっとサジェスチョンですけれども、この具体例をせっかく有して

いるので、これをひもといてから今のことを…… 

【座長】それでもいいですよ。 

【委員】具体例ベースで中小が一般化になるかなと思うので。ちょっとサジェ

スチョンですけれども……。 

【経済産業省】ありがとうございます。資料３－４を１枚おめくりいただきま
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して、上の方に燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツと、これは今、座

長のおっしゃいました先端新産業、要するに新産業創造戦略に名前が特定され

ておりますような産業が４つ書いてあります、コンテンツまでです。その他ｅ

ｔｃと書いてありますが、これは現在作業中でして、自動車ですとか、いわゆ

る基幹的産業、付加価値額ですとか雇用でありますとか、で出口を特定しまし

て、それと関わりが深いものというのを下にブレイクダウンします。 

【座長】それはよくわかっています。もうちょっと具体的に、例えば何かの例

を一つとって、さきの資料３－５でもいいのだけれども、もうちょっと具体的

に説明してほしいのです。だから今の資料３－４でいうと、この流れはよくわ

かるわけです。ですけれども、一番下の技術が選ばれるわけでしょう。例えば

メッキですとか鋳造技術とかレーザー加工とか、ソフトウエアも入っています

けれども、例えば同じメッキ技術にしても何をターゲットにするかによって当

然目指すべきスペックは違いますよね。だから、それを幾つかのアプリを考え

ながら何年ごろにこういうスペックのもの、こういうバリアとコストパフォー

マンスが必要だよと、そういうところまでブレイクダウンするのはどこがやる

のですかということを聞きたいのです。 

【経済産業省】資料３－１をご覧いただきますと、４ページ目の中央あたりの

（①－（２））▼川下産業はさっき申しましたような基幹的産業ということに

対して、基盤的な技術をここに書いています（２）の上から４行目あたりの汎

用性・基盤性、重大性・不可欠性、それから中小企業性といったような要件を

考えていきまして、そうしますと、自動車にとってみればメッキは入ってくる

なと。情報家電の接点などにも、メッキは入ってくるなというようなことが出

てまいりまして、そういう材料をもとにメッキにつきまして技術の指針を書い

てまいろうということを考えております。前回この場でも申したのと重複にな

りますけれども、メッキとか鋳物とかプレスというごとに３年とか５年後に技

術はどうなるのかということ、これを業界の方々ですとか有識者の知恵を集め

て書いてまいります。 

 そうしますと、メッキでも幾つかのベクトルが出てまいりまして、機能メッ

キと言われるようなもの、あるいは装飾のメッキもありましょうし、いろいろ

なハンダ等と行き来するような機能もありましょうし、そこは前回も申しまし

たように、八ヶ岳とか表現しておりますけれども、メッキといってもピンポイ

ントのスペックが決まるだけではなくて、耐久性を見たときの薄さというのは

このぐらいでしょうとか、あるいはこういうときには電解質を使わないような

メッキの方法はこんなものがあるでしょうというようなものです。今年度末ま

でに、例えば10ですとか20ですとか技術を決めまして、それごとに数ページ

か20ページかそんなような指針をつくりまして、その中に例えば輸送用機械
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分野につきましては、この機能部分が大事なので、薄さがここでは大事になり

ますのでこのぐらいのもの、あるいは加工の速度が大事なのでこのぐらいの回

転時間で加工ができるといったような基本的なスペックは数字をメルクマール

として書きまして、それを共有してみんなに知らせます。 

 それをもとに、指針に書かれているところのメッキのこの部分に我々は対応

します、この部分を構成するプロジェクトですと事業者が説明しながら応募し

ていただく。 

 ですから、技術マップを私どもの別の局がつくっておりまして、そういうの

も参考にしながら、３年とか５年ぐらいの中小企業がやるマップというのを考

えまして、そのマップに載っているということでテーマを出してまいると、こ

ういう考え方でいます。 

【委員】大体わかりました。 

【座長】大体わかりましたですか。だから、一応委員会は相当専門でないとそ

こまでわからないと思うのだけれども、例えばメッキだとすれば、こういう大

きなアプリケーションが１つか２つか、それは日本の産業にとって非常に重要

だと、それごとにスペックが違うかもしれないけれども、それをよく考えなが

らメッキだとこういう技術、こういうターゲットもあり得ると、そういうマク

ロのあれがあって、それをベースに応募しますよと。それを受ける方は今度は

何社かで、我々はここのところをやろうではないかということで応募すると。

だけど、応募のときにもユーザーはその中に入られるわけだから、より詳しい

スペックをきちっと共有しながらチャレンジしていくと、こういう仕組みにな

るというぐあいに理解していいのですか。 

【経済産業省】仰せのとおりであります。 

【委員】私なりの理解では、そういう技術指針で八ヶ岳のピークに相当するよ

うなターゲットを示される。それで、メッキのこのターゲットに対応しようと

すると、メッキの中小企業１社ではとてもできなくて、メッキに関連した周辺

の人たち、例えば表面研磨まであるとか、こういう得意技を持っているところ

とコンソーシアムを組まないと、その技術ターゲットはクリアできない。そこ

で、この種のコンソーシアムをつくってユーザーを交えてやっていくんだ、こ

んのように理解すればいいですね。 

【経済産業省】はい。 

【座長】もう一つ、だからスペックを設定すると同時に、そのスペックの達成

に対して責任を持つのを皆さん気にされていて、それは誰なんだと。プロジェ

クトリーダーなのか、それとも受託者ですか、そこの責任体制も命令形も含め

てなんだけれども、金の使い方も含めてなんだけれども、だれが責任持って技

術を達成するんだと、それはすごく重要ですよね。そこにいい人を集めないと
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どうにもならないわけだから。そこはプロジェクトリーダーなのか、誰なのか。 

【経済産業省】契約の主体は管理法人ですけれども、実際に決定権限をどのぐ

らいそこが持つかは、ケース・バイ・ケースでかなり強い権限を持たせるか、

一方で、従来どおり調整役を代表者と呼ぶのか。本当は責任がはっきりするの

が望ましいと思いますけれども、責任と権限というのはこれはちょうど鏡の裏

表みたいになるかと思います。ロードマップ１個のものを達成するプロジェク

トか、分野ごとに積み上げる技術開発かと、そういうのにもよるかと思います。

どういう体制、権限を持たすか、調整した方がいいので、確信犯として調整役

ですというのもあるかもしれませんし、決めることが大事なので大きい権利を

持たせる。なぜこの体制にしたのかということも提案のところに書いていただ

くような、そういう方法があるのかなと、ご指摘を受けて思ったところです。 

 その意味では定見をまだ持っておりませんので、そういうことは考えながら

にさせていただくのかなと思います。 

【座長】今、皆さんの関心はそこが大きいと思いますので、いろいろバラエテ

ィーがあると思うけれども。 

【委員】お聞きして非常に物すごくこれ心身によくないなという気がするんで

す。というのは、目的がまだ決まらないうちにお料理をたくさんつくっておい

て、その中からピックアップしておいしいものをつくっていいお弁当をつくろ

うという考え方です。料理をいっぱいつくっておいて、その中からピックアッ

プして１つの弁当をつくろうということになると思うんですけれども、普通の

技術開発というのは何かをつくろうという目標があって、その手段としていろ

いろ選んでおいて切磋琢磨して、これだよねといって決まっていくんです。タ

ーゲットをあとにして材料だけずっと並べていくというのは、これは物すごい

お金があればいいですけれども、効率をねらおうと思ったらちょっと無理では

ないかと思うのです。 

 メッキというのは単なる１つの手段に過ぎないはずですから、目的が何なん

だと。そうすると、あるときのことはメッキがいいかもしれないし、全く研磨

だけでいいかもしれない。だから、何か極限のものをつくろうよというのをつ

くっておいて、そのための技術開発をするというのだったらまだいろいろテー

マが出てくると思うんです。そこのところが公募して何をつくりたいと思いま

すかといって選んでそれでやったとしても、それがどれだけ使い物になるか。

あればいいと思うけれども、なくてもいい技術かもしれない。それを国がお金

をかけて開発すべきテーマなのかどうかというのは物すごく疑問に思いますと

いうことが１つ。 

 それからもう一つ、私の不勉強かもしれませんけれども、お金はどういうふ

うに渡すのかな、開発者にとってみれば。資金として株を買っていただいて、



 15

ずっと未来永劫的にそのお金が使えるのか、それとも何か製品を買っていただ

いて、そのお金を使えるのか、それともお金としては装置と費用とありますよ

ね。装置をもらえるのか費用を補ってもらうのか、開発しようと思うと、どこ

のお金を援助してもらえるのかということになります。その２つがちょっとよ

くわからない。 

【座長】お答えてください、２つ。前半がすごく大きな問題なんですけれども。 

【経済産業省】最初目標が決まっていないといいものができないのではないか

ということは、この場でご説明させていただいているつもりですけれども、こ

れからつくります指針ですね。メッキの場合ですと、関東地方の大学の先生と、

ある地方の工業技術センターの所長さんと、それからある地方のメッキの会社

と、ピンポイントにぴか一という方々がいまして、そういう方とシンクタンク

で、勉強会が始まります。メッキの分野は輸送機械用あるいは電子部品用、そ

ういうところではどういう出口があるのか、そこではどういうスペックが要る

のかという話をこれから詰めます。 

 今年度の終わりまでには、メッキの技術については３年後、５年後にはこう

いうスペックのものが必要であろうと作ります。ただ、そのスペックも余りピ

ンポイントに何用の例えばラジエーターのどこ用の何とかに何ミクロンと、そ

んなことは決めるセンスではないんですけれども、例えば代表的な薄さや、そ

れを見ながらほかを類推することもあるのではないかと思いますので、象徴的

な例えば燃料電池の膜のところの白金だとメッキでもこういうものだろうとい

うようなことを挙げて、あとで類推するような形式かと思います。それを掲げ

まして、個別の利用者はそれを見ながらそのロードマップに載っている、３年

後、５年後にそれに合っている、あるいはちょっと違うヤマの登り方をします

けれども、その方向には寄与しますよと立証してもらって、応募をしていただ

きます。 

 さらにその指針といいますか、３年後、５年後のマップを決めるときにも川

下側の方に直接委員にお入りいただくか、そういう知見を反映させるというこ

とをします。テーマを組成してまいるときにも川下のメンバーの方が入ること

が要件です。小松が入り、富士重工が入り、新東工業が入りと、こういうよう

な調達側がＱＣＤも含めまして、どうあるべきとコーチングします。 

 今申しましたのは、川下のニーズが反映されているかというのに対して二重

にお答えしたわけですけれども、それを反映させてプロジェクトをしてまいる。

まだこれで足りないというご指摘があるかもしれません。幾らでいつ、どこが

買うという保障があるのかと。中小企業の場合には、技術開発に割く人員とい

うのも非常に限られた中ですので、幾ら公的な資金がくるからといって、やっ

たものが出口に行かないと、その分非常に経営にもダメージになると、そうい
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うところで応募してまいります。切実に出口を求めてやってまいります。従来

からやっているプロジェクトも、非常にそれで成果が出ておりますので、その

辺をもって、今回のものは出口に密着したことをするというぐあいに考えてお

ります。これが最初の点であります。 

【座長】２番目のは。 

【経済産業省】お金の渡し方ですけれども、柔軟にお金が有効に使えるのは非

常に大事だと思いますけれども、やっぱり国の制度の範囲内の話でありまして、

例えば前渡金で中間払いで何とかでと、そういうような支払いができているの

も存じないわけではないですけれども、今回の私どものは単年度のものですの

で、普通の払い方になります。ただ、基盤機構経由のものにつきましては独法

化しておりますので、交付金になりますので、年度の境目は少し融通がきくよ

うになろうかと思っております。 

【座長】いいですか、２番目の件は。研究開発費としてゴーは出すということ。 

【委員】そうなると、成果物を買うのだったらいいんです。公募しておいて、

できたところにもそのお金が入って買うよというのだったらそれでいいと思う

のですけれども、受託して単年度といったら３カ月か４カ月でしょう、正味。

その間に何ができるかということなんです。そこのところが物すごくロスが大

きいから、もうちょっと違う仕組みにしないといけないのではないかという気

がするのです。 

【座長】今は何年やるんでしたか。さっき言った、初年度はそういう問題が起

こりますよね。ちょっとその辺もちゃんと説明してください。今の質問に対し

て。 

【経済産業省】むしろ逆にお伺いしたいのですが、３カ月、４カ月というのは、

これは２年ないしは３年もので採用するという制度ですので、三、四カ月とい

うのはどの局面で生じるのかむしろ…… 

【座長】初年度でしょう。 

【委員】単年度予算だとすると、予算が決まって選定されるまでにプロセスが

あって、組むと大体二、三カ月しか残りがないものですから大変厄介だなとい

うふうに思うのですけれども。 

【経済産業省】仰せのとおりでして、建前上は単年度でありますが、ちゃんと

つつがなくいけますと、１回とれた人は２年ないし３年でやります。 

 ただ、ご指摘の初年度はちゃんとやっても半年ぐらいしか有効な期間がない

というのは、最初から予想されまして、その問題はやっぱり残るかと思います。

それが１年目に評価をすることができないとか、すべての問題につながります。

私ども自身にも予算が有効に使えない問題になります。今答えを持っておりま

せんけれども、何とか有効にしたい、前身の制度ではそこができております。
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そこがスタート台ですので進歩したいと思っております。 

【委員】例えば、開発債券みたいなものをつくって、債券を出すよと言って、

それは償還期間が何年間だよというような法体制をつくって、単年度で金を出

したとしても、それを３年か４年か動かしていって、その後でフォローするよ

ということになれば、後ろが延びれば、４年、５年かかってやっていけばいい

んだよということで単年度で渡しておいて、その資金を運用してやりなさいよ

ということで何かできるとか、成果物をその年度のうちとか、ある限られた年

度の中で全部出せといって、あと全部決済しなさいということになるものだか

ら、非常にうれしい半面、悲しい半面もありまして、大変に厄介ではないかと

思いますけれども、その辺は何か工夫が、これから先できるといいのではない

かと思うのですけれども。 

【座長】そうですね。経産省の方も、そういう問題意識はすごく持っておられ

るわけだから、最初のスタートの年もそうなんだけれども、二、三年継続する

ときのお金の使い方というのはぜひ考えてほしいし、それ以上に重要な問題は、

さきの委員がおっしゃったように、普通、我々はターゲットととするシステム

とかデバイスがあって、それを世界トップレベルにするためにはこれだけの技

術が必要なのだということで基盤技術におりてくるわけだけれども、これはそ

ういうことを想定しながら、では基盤をどういうぐあいにレベルアップしよう

かと、こういうことですよね。それは、中小企業だから、必ずしも部品とか何

とかまでつくらないわけだから、つくるケースもあるとは思うんだけれども、

だからそこの行ったり来たり、つまり最初のスペックを、どうやってコストパ

フォーマンスも含めて決め切れるかというのが、そのためにはある程度、アプ

リケーションのところを想定しないとできないわけですよね。そこがすごく重

要であるし、そこの軸がちゃんとしていないと、本当の競争力にはならないと

いうことはすごくあるような気がしますので、ちょっとそれについて何か意見

がもしありましたら、そこをこれからどうやって詰めていただくかというのは

一つの大きな課題だというぐあいに思うし、それが１０月とか１１月にどうい

う形で出てくるのか、本当に期待できるのかどうか、ちょっとよくわからない

のだけれども。 

【委員】今の話とは違うのですけれども、中小企業の支援というのは非常に大

事だと思うのですけれども。前から私が言っているように、ここへ持ち込むの

は、これは違っていると思うんです。けれども、ここで受けるかどうかという

のは、この我々専門調査会の権限ではなくて、多分、総合科学技術会議で決め

られることだと思うのですけれども。受け入れるということでこの議論が始ま

ったんだろうと思うんですよね。 

 そうなると、やはり従来の研究開発の評価のルールできちっとやらないとい
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かぬ。ところが、違うものを持ち込んでいるから、提案側も余計なことまでつ

つかれてしまうし、こういうふうにかみ合わない議論が堂々めぐりしてしまう。

普通の研究開発と違って、今の議論のように、いろいろな異質なというか、幅

の広いファンクションがいっぱい入っているわけですから、だからこれをどう

するか。受け入れてここで議論するのであれば、今までの研究開発と違う形の

評価のルールも新しくつくってするように、ここで考えていかないといかぬの

ではないか。少なくとも、今、これからいろいろ勉強すると言っておられます

から、ここで今回の検討会の結果として、このプロジェクトにいつものように

コメントを出して、１年後に本当にそのとおりいっておるかという再度のチェ

ックが必要なような気がしますね。 

【座長】大規模プロジェクトですから、そのフォローアップというのは当然や

ることになるわけですけれども。研究開発で、何とかそういう枠組みの中でや

りたいという今のは提案だと思うのですけれども。どこが一番難しくて、どこ

をクリアしたらそれがなると考えられますか。 

【委員】その達成度の目標をどうするかとか、どこが難しいところだとかと言

い出すと、本当に切りがないんですよ、議論を聞いていてね。だから、本当に

達成されたのか、されないのかという最後のツケは、どういう形できちっとつ

けるのか、払ってもらうのかというルールをやはり決めるのが一番重要ではな

いのか。私が具体的に言っているのは、ちゃんと最初から払う金を決めてしま

うのではなくて、成果によって払う金の多寡を変えるというようなルールが別

に必要なのではないかなと思ったのですけれども。そこのところで締めるより、

こういうのはしようがないですね。 

 委員が先ほど言われましたように、アメリカなどはアンカーテナント方式み

たいな形でこういうのをやるんですよ。だから、研究開発とはちょっと違うの

ですよね。 

【座長】今の意見で、経産省の方として何かありますか。そうではなくて、こ

うだからできるんだとか。 

 だから、なかなか達成度の評価が難しいから、そこのところによってペイバ

ックができるような形の方がいいのではないかということですよね、最後に評

価して。 

【委員】評価のやり方が難しいということよりは、むしろ評価にかなりばらつ

きができるのではないかと、いろいろな形でですね。それで、私がさっきから

言っていますように、中小企業でもいろいろ幅が広いですから、そこのところ

で普通の研究開発のコミュニティのルールでは、割り切れないような結果が出

てくるだろうというような気がするわけです。だから、そういうことになった

ときに、それにちゃんと対応できるような仕組みをあらかじめつくっておく必
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要があるのではないか。それは、この評価専門調査会でも、これを受け入れて

やる以上、つくらないといけないのではないか、提案しないといけないのでは

ないかと思います。 

【座長】後でこの検討会として議論する非常に重要なアイテムだと思います。

今のような意見に対して、経産省としては何か対案その他ありますか。どうい

うぐあいに考えているかと。評価は、中間評価をちゃんとやって、その後どう

するかもきちんと検討のプロセスの中には入っているというぐあいには理解し

ているのですけれども。 

【委員】答えの準備の期間中に、ちょっと私は今の議論を聞いていて、ぜひ答

え方の中に反映してもらったらどうかなと思うのですけれども。先ほどから、

今までの研究開発のスキームと少し違うから、評価も変えねばならないという

論点では、私は変えなくていいのではないかというように思う。 

【委員】変えるというか、何かもう一つ別のルールも要るのではないかなとい

うこと。 

【委員】先ほどから、例えば委員からのご指摘のような、メッキならメッキと

か、技術のデパートづくりではだめだよと。何に使うのだということを、例え

ば燃料電池のセパレーターをメッキにするのかどうかとか。そういう普通だっ

たらアプリケーション・スペシファイドのものでやっていけば評価ができるけ

れども、この場合は、資料の３－５に事例が記載されていますように、ある程

度、出口、目的は描きながらも、しかし、基盤ととらえたのが今回の議論の原

因といいますか、特徴というか。 

 それについては、先ほど来のこの３－１の資料のところで、かなり基盤技術

の選定から中小企業政策審議会、これがどの程度の目ききなのかというのがア

ンサーテンティーがありますけれども、入口から出口までのかなりきちっと見

る目を持っているという、まず大前提ですけれども。あともう一つ、本当にこ

のプロジェクトリーダーが責任と権限を持つのか、事業管理法人の雇われ人に

なってしまっているのか、本当に出口に対してだれが一番執着を持つのかとい

うと、先ほどの答えですと、多分これはテーマによって違うだろうというよう

なお答えであり、多分、現実問題そうではないかと思います。 

 ですから、そんなに私は、この評価の場で特異な別のスキームをこの評価の

中に入れる必要性は余り感じられないのですけれども。討議はちょっと後でや

りますから、経産省の方から、何かもうちょっとそのあたり、はっきりまだ認

識していただいていないなというのがあるのではないかと思うので、説明して

いただいた方がいいと思います。あとは、我々、討議の中でしますけれども。 

【経済産業省】ありがとうございます。 

 こちらに参っております以上は、研究開発の制度として体をなしているか、
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有効に予算が使われているかという説明がなされなければいけないと思います。

中小企業としての特殊性ばかりではいかないと思いますので、実際に組織がど

ういう体制なのかとか、あるいはそこでの責任、権限とか、管理の体制ですと

か、目標をどうしてやっていくのかとかというようなフレームは、今、委員の

おっしゃいましたとおり、一応、韻は踏んでやらせていただいているのかと思

います。一方で、１０年のに比べますと、中身がちょっと、やはりほかと違う

のは、期間が違うということです。中小企業が自分なりのリソースの中では、

精いっぱいのリスクをとりながら研究開発をしております。そのリスクとは、

大手から見ますとプリミティブなものでも、その部分だけ見れば、大手も結構

やりにくいようなことも技術開発してまいります。私どもからはほかのと比べ

ようがわかりませんのですけれども、中小企業施策の中では、これは研究開発

にかなり飛び抜けて寄っている方でありまして、さっきの中小企業施策の概要

の中で、あるいは今度の基盤技術を持つ中小企業に対する施策の中では、これ

が一番研究開発に寄った方でして、それで委託費でやってまいっております。 

 長くなりましたが、結論は、ちゃんと研究開発―私どもなりに、ここの場

でご指導賜りましたものは、リーダーの権限をどうするか、目標をどうするか、

前の制度より進化させようと思ってやっております。まだ足りないところを、

今日もご指摘は賜っておりますけれども、まだどの辺にもっと改善の余地があ

るか、中小企業なりの研究開発の制度として、中小企業ソサエティーの中では

一番研究に寄った方ですので、そこは追求してまいろうという、その意気込み

はあります。 

【事務局】恐れ入ります。事務局の方から、一言だけちょっと補足をさせてい

ただきますと、先ほどの委員からご指摘があった点ですけれども、確かに本事

業は、究極の目的は中小企業の支援というところにあるわけですけれども、技

術開発に対する支援であって、なおかつ、競争的な方法でもって課題の採択を

決めて、研究開発に対して支援を行うという事業です。 

 したがいまして、私ども、１回目のときにお示ししました必要性、有効性、

効率性という研究開発についての評価の３つの観点、大きな観点はこれについ

ても変わるところはないということで、その点は先ほど委員からもお話があっ

たとおりだと思います。 

 それで、例えば大規模新規研究開発の評価ではありませんけれども、かつて

競争的研究資金制度の評価ということで、評価専門調査会でも幾つかの制度に

つきまして評価を行った実績があります。これがぴったり同じとは申しません

けれども、そのときと同じように、課題の設定方法は適切なのであるかどうか、

それから採択に当たっての方法等はちゃんといっているのか、マネージメント

はちゃんとできるのかといったように、その競争的資金制度の評価とほぼ似た
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ようなことをお考えいただければよろしいのではないかと、事務局ではそのよ

うに考えております。 

【座長】大部分の皆さんはそう思っていて、だからこそ、どうやってテーマを

選び、どうやってターゲットを決めていくのか、そこをきちんとはっきりさせ

てやってほしいという気持ちだと思っています。 

【委員】１つは確認として、１つは質問ですけれども、先ほど来出ております

ように、例えば資料３－５の２枚目で、重要産業横断枠ということで、これは

まず技術をリスト化する。それから、その技術目標を、ここにあるように設定

する。そのスペック以上のものに挑戦する川下、川上が集まってくる、こうい

うやり方だと思うのですけれども、非常に茫漠として、最終目標がよくわから

ないというお話もあったんですけれども、例えばここで上の方の川下側が、こ

の技術目標の３番目に「剛性：従来の３倍以上」とあるのですけれども、２倍

まででうちのスペックはいいんだけれども、こういう場合はこの挑戦には当た

らないからだめよと、こういう決め方で全体の技術の目標を設定されるという

ことでよろしいのですね、ということです。 

 もう一つ、質問は、これは事業管理法人ということの中にプロジェクトリー

ダーが設定されるようなんですけれども、プロジェクトリーダーは、多分、中

小企業をどれか、小型企業みたいな形で設定するというイメージなんだと思う

んですけれども、その辺でそういう総括研究代表者なるものが、仲間内でもっ

て本当にリーダーシップをとれるのか、その辺がどのように考えたらいいのか。

その２つについてお願いしたいと思います。 

【座長】後半の方は、さっきから議論しているところなんですけれども、では

お願いします。 

【経済産業省】最初の点、ご指摘のとおりに、目標を甘く書いていきますと、

入り口のところで、採択するのに値するかどうか。外部有識者と１、２、３段

で、最初のピアレビューと政策と最後の委員会で、１段目と３段目が外部有識

者で、真ん中は政策が入りますけれども、そういうところでスクリーニングを

受けると思いますし、余り高いのを書き過ぎても、後で実現できないことが起

こります。その辺を考えながら書いていただくというようなことかと思います。

今のご確認、ご指摘のとおりにチェックがかかるので、ご指摘のとおりだと思

います。 

 それから、後の仲間内でリーダーシップがとれるかというところは、まさに

ご指摘の悩ましいところです。一方で、日本の中で、ドラスチックに「これは

だめ」と言ってぱっと切るというような文化といいますか、この辺が、切った

ときに相手が納得するかということです。ちゃんとリーダー職能の教育を受け

てスキルを持っていると内外で認知された人が根拠に基づいて切ったというこ
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とですと、筋が通りますけど。切られた方も、なぜかという話になります。共

有されているメルクマールに達していないから切ったというような、インフラ

のようなものが共有できていますと、このテンプレートに基づいて評価します

と最初に言っておいて、それを満たした、満たしていないと科学的にできるの

かと思います。日本全体で、その辺のところがどの辺までできているのか。ち

ゃんとあるのに、我々のところだけそれができていない、我々のところだけが

これだけの予算をお預かりしながらプアーなことをやるのは、これはまずいと

思います。あるのであれば最も進んだことをきちんとやっていくというのは、

これは責務だと思います。 

 採用されればあとは終わりということは、私ども、ゆめゆめ考えておりませ

んで、前の制度で全部のご評価も終わってから、去年の秋口から最後の年度に

向けて予算の査定をかなり厳しくやりましたのも、業界が緊張感を持ってやっ

ていく、いい人が集まってやっていくのが大変大事と日ごろ思っております。

ここでも、最善のものを、勉強しながらやらせていただきたいと思っておりま

す。 

【座長】それでは、経産省の説明で時間が過ぎてきているのですけれども、何

かぜひここだけはという質問があればお願いします。 

【委員】やはり、この実施スキームというのが非常に重要だと思うのですよ。

本日説明を聞いて、ちょっと私もまたよくわからなくなってきてしまってとい

うのは、つまり、この戦略的な事業というのを実施するのも、やはり戦略的な

スキームがなければだめだろうと思うんですね。それで、３－１の２枚目のと

ころに、採択のプロセスのご説明があって、そこの２の①－（１）というとこ

ろに、１次評価と２次評価というのがあるじゃないですか。３枚目のところに

③－（１）というのがあって、ここのコンソーシアムの中の事業管理法人が実

質的には応募するのだということになっていて、ではそのコンソーシアムとい

うのはどうやってつくるのかというと、下から３行目ぐらいに、製造産業局原

課とか地方経済産業局等が、コーディネートなどをしてサポートしながら最適

なコンソーシアムを構築していくんだというように書いてあるんですね。こう

いう形態で本当にやるのであるとすれば、これ自体が競争的なプロジェクト採

択ではないのではないかというのが、ちょっと素朴な疑問なんです。プロジェ

クト公募と提案と委託研究契約という中で、コンソーシアムの中の組織化とい

うのを、本当は行政側とかが非常に関与しながらつくっていくという理解でい

いのかどうかということですね。ちょっとそこを確認したいのです。 

【経済産業省】日ごろから、個別の事業の相談から、制度の活用から、制度を

つくること自体から、業界の相談も受けておりますし、必要に応じて助言など

もしております。ここを見て直ちに競争的でないとつながるかは、私どもでは
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必ずしもそうは思っておりませ。実際にいい人同士がいれば、紹介をすること

もありましょうし、工業会に行きましたときに、今度こんな制度があります、

皆さん奮って応募してくださいと。それで、こう組みたいんですというのがあ

って、まだ足りないところがあるのですと来られれば、ではこうすればどうで

すかという、そういう助言というのはしょっちゅうやっております。それがゆ

えに、審査するときには、これはもう厳然と完全に手続上も分かれております。

経産省全部が１個の組織ではなくて、応募する組織もありますし、審査をする

ところは全く独立に審査を客観的にいたします。その意味をもって競争的でな

いというのは、当たらないかと思います。 

 ピアレビューアーのところに行くときには、これは原課が関与したプロジェ

クトだとかというようなことは、全然、書面上にもあらわれませんし、変にそ

ういうことを書いて、また逆にそれが得なのか損なのかという世界もあります。

結局は、ちゃんと客観的に説明できているかどうか、それで審査を受けるとい

うことになりますので、それが従来も、前身の制度が、原課も助言しながらつ

くって５倍ぐらいの倍率で応募がありまして、その中からいいものが選ばれた

ということでやっております。今度もそういう形かと思っております。 

【座長】助言は大いにやっていただいていいけれども、最終的にはどういうコ

ンソーシアムを組むかというのは、彼らがやはりきちっと自分たちの意思でも

って組んでいけるような環境をぜひつくっていただきたいと思います。 

【委員】今までのご議論の中で、やはりまだクリアされていないのは、委託費

の枠の中でこれを運用するというときの何を委託するのか、それはタックスペ

イヤーにとってどういうメリットが返ってくるものなのかというところは、委

員の先ほどのご指摘もあって、依然として明確ではないのではないかなと私は

思うのですが。ただ、これはいろいろな理屈のつけ方はあるだろうと思うので

すね。 

 例えば、先ほど２つ、高度な技術を持っている中小企業がさらに高度になる

のを期待するのか、それとも高度な技術といいましょうか、そうは言えないよ

うなものを高度化する、そういう基盤をふやす、拡大するというところにもう

一つの意味があるのかといったような、そのどちらに重点を置くのかといった

ようなこととも関連すると思うんですけれども。もし基盤を拡大するというよ

うな話だとすれば、その基盤を拡大して中小企業の雇用を確保して、それで産

業を活性化していくといったような意味でタックスペイヤーに戻ってくる、そ

ういうルートは相当できるだろうと思うのですね。もちろんそれだけではなく

て、もう一つの高度な部分をさらに高度化する、ターゲットをつくってといっ

たような、こういう部分ももちろんあっていいと思うのですけれども。だから、

この辺で大分運用の仕方が違ってるのではないかなというのが１つですね。 



 24

 それからもう一つは、管理法人云々ということに関連してなんですけれども、

私、国プロをいろいろ分析してみて、要するにインテグレーションを責任持っ

てやるところが設定されていないようなプロジェクトというのはほとんど失敗

なんですよ。ですから、今回の場合も、例えばメッキを担当している、なりわ

いとしているある中小企業があって、それが自分の技術を高度化したいと、そ

ういう思いがあって、ついてはほかの例えば計測屋さんとか何とかかんとかと

いう関連しているところとコンソーシアムを組んで、自分のところでメッキ技

術をインテグレートして高度化すると、こういうものだとやはり本気でおやり

になるだろうと思うのですね。今提案されているようなシステムだとすると、

そういうインテグレーションというのが余りうまく行われないようなシステム

ではないかなと思っているのです。 

 それで、ここのところはやはり非常に重要なポイントだと思いますので、後

でコメントがあるかもしれないけれども、その２点ですね。進化、深めること

を目的にするのか、拡大することを目的にしているのか、あるいはその両方な

のか、これはまず趣旨としてお答えいただいておかないと、議論がやはり散漫

になるだろうと。 

【座長】私の理解は、前半は、この提案にまさにあるように、やはり中小企業

なんだけれども、革新的かつハイリスクな研究開発、生産のイノベーションを

やるというぐあいにうたわれているわけですよ。それは、スペック的にもそれ

が達成できれば、やはり世界をリードするものになってほしいというぐあいに

理解をしていますけれども、そういう理解でいいのかどうかという点が、１番

目。 

 それで、２番目は…… 

【委員】いえ、今の件に関しても、前回のご説明では、心はそうでないのだと

いう意味を含めてご説明になったので、書いてあることで、高度な部分を高度

化するというような話に限定しているのだったらば、それはそれで理解できな

くはないのだけれども、その心はむしろ今の中小企業全体に係るような話、ぴ

かぴかの中小企業だけをさらに支援するという、そういう意味ではないと、そ

のように私は理解したのですけれども。 

【座長】それは先生の理解で、こちらの意味で説明…… 

【委員】いえ、前回。ですから、今、それをお聞きしたいわけです。 

【経済産業省】高度なものをもっといくのか、深いところをいくのかというこ

とですけれども、答えはどうもその中間のような、両面あるような感じがあり

ます。今回この法律をやろうとしております動機は、日本に厚い集積があると

いう、これ自体が大事ということです。そのことが、きょうお持ちしました資

料３－３の中小企業施策の中に、これ以外にもネットワークとか高専を活用と
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か、あるいは計量標準とか、そういうもの全体のパッケージです。中小製造業

の構造を富士山の形だとしますと、すそ野まで全部やるかというとあれですけ

れども、頂上の高さだけでなくて、ボリュームというのがすごく価値だと考え

ております。そうしたことを前提に、この９２億円の予算がどうかということ

になりますと、委託で研究開発をやるのは、やや今の座長のご指摘のとおりに、

やはり高度なものを達成するということで、この制度自体は目指しているとい

うことです。 

 ただ、前回、委員のご指摘の、中小企業の場合には単純にシンプルな技術ス

ペックだけではなくて、それを早く提供するとか、マネージメントのスキルに

イノベーションがあるとか、中小企業の場合には単純に技術だけではなくて、

得意技というのはいろいろな広いものもあるのではないかというご指摘もあり

ました。ここでやるときには、単に技術だけではなくて、そういう何かきらっ

としたものが引き出せるようなやり方をするということであります。中間かな

と申しましたのは、何らかのすごく高いもの、きらっとしたもの、技術だけで

はなくていいものを、それも見ていくというようなことだと思っております。 

 それから、もう１個のインテグレーションがちゃんとできるようなチームの

組成ができるかどうかという点ですが、これはこの黄色のような企業が、本当

に出口にちゃんとつながる企業が入ってチームが組めるかはっきりしないとい

うご指摘でございますか。 

【座長】やる方ということですか。 

【委員】ユーザーですね、黄色は。そうではなくて、技術開発を実施する側で

す。 

【座長】中小企業Ａ、Ｂの間のという意味の方ですよね、先生の質問は。 

【委員】ええ、そうですね。だから、どこか責任を持って、この技術について

おれのところでインテグレートするから、メッキではないこういう分野は協力

してくれといったような形ででき上がっていれば、これは多分、非常にシンプ

ルにいくのではないかなとは思いますけれどもね。 

 もう一つは、メッキだけではなくて、中小企業が担当するとはいえ、複合的

な技術領域があって、その複合的な技術領域を高度化するのだというような、

そういう位置付けもあり得ると思うのですね。もしそうならば、先ほどのよう

なコンソーシアムを統括する部分というのが必要になってくるかもしれません

ね。 

【委員】ちょっと関連で、やはりこの際はっきり宣伝していただいた方がいい

と思うのですけれども。資料３－６の管理法人の中か又は下かに。やはりこの

一番下に総括研究代表者という、こういうチャートを書かれると、特に今まで

の国のプロジェクトの失敗例の対策になっていないというふうに読まれてしま
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うわけで、ここで事業管理法人の中にこの総括研究代表者を置く場合もあるし、

あるいはこの下に１人、きちんとブロックをつくります、これはテーマごとに

違いますという言い方はあっても、この一番下に総括研究代表者が盲腸のごと

く書かれるような、これではやはり委員がおっしゃった、今までの死屍累々の

失敗につながることを設計図に書いてあるではないかと。ここのところが非常

にやはり問題ではないかと。それを答えてもらわないと、この問題は解決しな

いのではないかと思います。 

【経済産業省】私の方からお答えさせていきます。 

 まず、総括研究代表者をこの下に書き入れておりますのは、ちょっと構図的

にこのようになってしまったというだけでして、位置付けはこのコンソーシア

ムの一番上に置かれるべき位置付けになっております。 

 事業管理法人とプロジェクトリーダーというのは、基本的には全く切り離さ

れておりまして、資料３－１の方で５枚目にあります。３．共同研究企業体に

ついてにありますように、基本的に事業管理法人というのは経理的な管理責任

を負うと。あと、契約、財産管理等々になっております。やはり中小企業の場

合は、人的にも時間的にもリソースが必要に限られておりますので、それを代

替する、ですので応募する際にも各関係者の処理を取りまとめて、窓口として

執行機関である機構ですとか経済産業局の方に提出すると、そういう事務的な

役割を果たしてもらうのが事業管理法人です。 

【経済産業省】企業にも管理法人にも入っていないのは、独立ということです。 

【経済産業省】プロジェクトリーダーは、これは中小企業にも入り得ますし、

研究機関の研究員の方であることも可能です。今検討しておりますのは、この

コンソーシアムの外からスキルを有する人材を引っ張ってくるという、つまり、

どこに入ってもいいという位置付けですので、ちょっとどこかにピンポイント

に書き入れることがイメージ的にできなかったということです。 

つまり、コンソーシアムという一つの共同研究体として考えたときに、プロ

ジェクトリーダーは、コンソーシアムの中にいます。そのプロジェクトリーダ

ーがだれかというのは、今こちらに５つ、中小企業、中小企業、中小企業、川

下ユーザー企業、研究機関と並べておりますように、ここのどこに属していて

も構わないと。現在実施しております戦略基盤事業においては、基本的にこの

５つのうちのどこかに入っていることというのが原則でした。今回は、よりそ

れをディベロップさせ、より有効に機能をワークさせる意味で、外部の高いス

キルを有する人材を引っ張ってくる、そして、そのことを評価の視点としてつ

け加えることも検討していくということでして、基本的にはコンソーシアム内

であって、責任と権限はコンソーシアムの一番上に置かれるものということで

す。 
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【座長】後で議論しますけれども、何かありましたら言ってください。 

【委員】そうすると、何かそれを入れてどこかに配置しておこうというような

イメージなんですか。全然イメージが違ってしまったので。 

【経済産業省】プロジェクトリーダーがどこに所属しているのかということで

す。 

【委員】要するに、外部の人間を想定しているということですね。 

【経済産業省】いえ、中小企業の社員であるというケースもありますし、大学

の研究員であるというケースもあります。 

【委員】それでは、全然だめだ。 

【経済産業省】つまり、どこに所属するにせよ、このコンソーシアムを統括す

る責任者として、総括研究代表者としてプロジェクトリーダーを置くというこ

とであり、これは従前のナショナルプロジェクトなどと同じことだと思います。

その総括研究代表者がどういうところに所属しているかについては、原則問わ

ないと。コンソーシアムの中のプレーヤーの１人である中小企業者から出てき

てもいいし、あるいは知見を持ったサードパーティーから出てきてもいいとい

うことであり、今、我々が検討しているのは、サードパーティーの方が、より

個別企業だけに配慮するとか、あるいは委員がおっしゃったような横のすり合

わせといったようなことが非常にうまくいくのであれば、サードパーティー、

第三者が総括研究代表者になっている提案についてはある程度加点するといっ

たスキームを現在検討しているところであります。 

【委員】金型ロボットも、この同じやり方をとったんですね。 

【経済産業省】はい。同じやり方をとっております。 

【座長】いずれにしても、３－１の資料の３、共同研究体の一番下に書いてあ

るように、プロジェクトリーダーというのは相当の権限を持たせているわけで

すよね、ここで。もう計画の実行責任もここにあるわけだから、それにふさわ

しい人をどうアサインするのか。それと同時に、中小企業Ａ、Ｂ、Ｃと全然関

係のない人を持ってきて本当にうまく動くのかという心配も片方にあるし、そ

の辺は非常に大きなポイントだと思いますので、運用上、ぜひこれから考えて

いただいて。 

 では、どうぞ。 

【委員】組織論でいきますと、リーダー、要するに代行者ですね。リーダーが

いろいろなアドバイスしながらやるのはいいんですけれども、だれが責任さを

負うかといったら、やはり事業のトップが責任を負わなければどうしようもな

いわけですよね。だから、これはアドバイスするのはいいんだけれども、だれ

が責任を負うのかといったら、この中の規範となる企業の大将が責任を負わな

かったら、プロジェクトは動かないですよ、絶対に。だから、それがちょっと
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心配なところですね。もう大体、こういう組織だったら成功率は３割いけばい

い方で。 

【委員】逆に質問ですけれども、なぜ事業管理法人は、単なるここに書いてあ

るのも管理運営だと。そのままで全部、中小企業からユーザーまでばらまくと、

金のばらまきになって、委員のおっしゃるように、ほとんどこれはもうばらま

いただけだと。しかし、事業管理法人は失敗したとは言えないから、きれいな

レポートだけ上がると、こういう絵に読めるわけです。なぜこの下に、今、委

員がおっしゃったような責任ある組織、例えばそれはＡ中小企業かもしれない

ですね。そこの中に、この実際のプロジェクトリーダーなりが位置して、そう

いうような絵をかこうとしていないのが非常に、悪く言うと不信感をかき立て

ていると思うんだけれども、そこのところをやはり今この場で何か言ってもら

わないと、宿題が出てくるなと思って、あえて言っているのですけれども。 

【経済産業省】先ほどの委員の２つ目のご質問でもあったかと思いますけれど

も、結局、このＡ、Ｂ、Ｃを集めても、ただ集めて横並びのだけいっぱい集め

ても、ちゃんとワークするような体制になるかというご指摘もありました。そ

れとかかわることと思いますけれども、全くみんな平たく並んで同じではなく

て、金型ですと、金型屋が上にいて、放電加工とか切削加工、研磨は下にいる。

金型屋だからまとめられるというような、その業種によって取りまとめ機能を

おのずから持っているような、そういう業種もあります。ここはご指摘のとお

り、例えばＢ社みたいなものが、資料３－５の１ページ目で、中心の企業にな

ります。こういうものはやはり必要と思っております。 

 ３－６の資料は、確かに工夫をさせていただきたいと思います。取りまとめ

企業は特別な地位といいますか、中核企業を指定して、中核企業でない企業と

いうのもいてということになりますと、中核企業というのは事業管理法人と横

並びの間のところに１個会社をつくるかということになります。それをやる場

合には、明確に書くことになると思います。 

 今までは、あうんでやりながら、大体どこが取りまとめとやってきておりま

す。 

【経済産業省】やはり中心になる企業はいらっしゃるんですね、中小企業の中

で。 

【経済産業省】今までの制度の中でも、事実上、やはり中心になる中小企業は

ありまして、そこがいて、川下産業もいて、その他の中小企業というのもいて、

やっております。精密金型で神奈川県にある企業が、大田区とか川崎市とかの

企業と一緒にやっておりますのも、精密金型のその会社が中心になりまして、

理化学研究所さんからご指導いただいていて、事実上、その会社がコアになっ

てやっていると、こういう形であります。 
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 ですから、確かにめいめいが手を挙げて組めばいいのかと誤解させるかもし

れませんので、何らかの形で中心になる企業を明確に決めるべしと言う必要が

あるかと思います。 

【座長】いずれにしても、リーダーシップがすごく重要だし、中小企業だけに、

事業に早くフィードバックできないと意味がないわけですよね。そういうこと

をぜひやっていただきたい。 

【委員】ですから、この３－６の下の絵が、コンソーシアム、管理法人云々の

部分がボトムにあって、それでリーダーが上にいて、そのリーダーは太い字で

囲ってありますよね。「基盤技術を有する中小企業」というところは、太い枠

で囲ってありますよね。通常はこの中に属しているとかというような感じだっ

たら、今おっしゃったようなことが、より絵としてはよくわかる。そして、イ

ンテグレーションの責任者がそのリーダーだということになれば、もう少し明

確にわかってくる。 

【座長】契約の対象は共同のあれですからね。よく考えて、わかりやすく考え

ていただきたいところです。 

【委員】もう一つ、これは３－６の実施スキームと、３－７の採択スキームが

あるのですけれども、もう一つ、やはり評価のスキームというのは別にちゃん

と書くべきで、３－６の右の端っこの方に何かちょこちょこっと矢印が書いて

あるだけだから、余計、最後はきちんとシースルーにならないのかと思うので

すよ。だから、それは別のきちんと評価をやるよという図面が欲しいなと思い

ます。 

【座長】わかりました。それは、ぜひ考えてください。中間評価も、当然やら

れるわけですね。だから、いろいろなバラエティーが出てくるというぐあいに

思います。 

 時間が大分オーバーしましたけれども、エッセンスの議論をしていただいて

いると思っております。そろそろよろしいでしょうか、皆さん。では、どうも

ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

【説明者退場】 

 

【座長】既に、委員会としての議論の中にも一部もう入っているというぐあい

に思いますが、申しわけありませんが、５時までに済みそうにもありませんの

で、ちょっとだけ時間を延長したいと思います。もし退席というときには、そ

の前に意見を言って出ていただきたいと思います。 

 それでは、後半の議論ですけれども、１つはこれからまとめを書くに当たっ

て、評価の論点ということを今の議論も踏まえてきちっと設定したいというこ
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とと、それから各評価項目、論点に対する考え方をこれからずっと議論して、

最後はちょっと皆さんに宿題をお願いして全体をまとめるということになると

思いますけれども、評価の論点ということで、事務局の方からよろしくお願い

します。 

【事務局】時間が押している中で恐縮です。論点のペーパーを説明する前に、

１点だけお願いがあります。 

 先ほどの経済産業省からの資料３－５です。事前に説明がちょっと漏れてし

まったんですけれども、３－５の下に「取扱注意」というように書いてありま

す。実は、これは現在、経済産業省で想定している、あくまでも例の一つとい

うことであって、このペーパーが余り出回ってしまうと、今後の制度設計なり、

あるいはテーマの選定とか応募等に対して誤解を生じさせかねないということ

で、このペーパーにつきましては取扱注意ということでお願いしたいというこ

とが経産省からありました。したがいまして、取り扱いにつきましては以上の

ようなことから、この３－５だけは非公表ということにさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料４の論点につきましてご説明させていただきます。 

 この取りまとめました資料４ですけれども、これは前回のヒアリングの質疑、

それからその後の議論、それからさらに追加でいただいた皆様からのコメント

をもとに事務局で、いわばカテゴライズして取りまとめたものです。ただ、本

日の今までの質疑、それからこれからのまたご議論で論点が変わり得るという

ことであろうと思いますので、細かな評価のコメントにつきましては、また追

ってご提出をお願いしたいということです。 

【座長】本日、議論していただいたんですけれども、その論点を前回のも含め

て整理すると、この４つになるのではないかというのが、今、事務局の提案で

す。本日の議論も踏まえて、もう一つつけ加えた方がいいのではないかとか、

あるいはこの中にこういうことをやればいいのではないかといういろいろ議論

もあるというぐあいに思いますが、そういう視点でこの４つの論点、これでい

いのか、ここはもうちょっとこの方がいいのかと。まずは、その論点のタイト

ルですけれども、それで、中については皆さんにもう一度持ち帰っていただい

て、いろいろ意見をメールで聞きたい思っております。 

 さきの議論で、委員から、なかなかこういう制度的に難しいと。特に、評価

をきちんとしてほしいと。そういう中で、今、最後に評価のスキームをもう少

しきちんとやってほしいと、そういう注文が出たところですけれども、いかが

でしょうか。 

【委員】私は、この論点というのは、まだほかにあるかどうかわかりませんけ

れども、これで非常にいいと思うのですね。 
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 先ほど、本日の議論を特に私は聞いていて、今までの普通のＲ＆Ｄのスキー

ムで評価専門委員会の中で進めようということが無理なのではないかなと、逆

にね。もっといろいろなファンクションがいっぱい入ってきていますから、だ

からやはり、ちょっとこっちがスタンスというか、幅も広げて、この論点の中

身ですよね。こういうような場合にも適するような論点の中で対応しないとい

かぬのではないかと思っております。 

【座長】なるほど。ですから、論点３ぐらいの中に、どういうぐあいに書き込

んでいくかということになるのでしょうかね。 

【委員】いや、それだけではなくて、この論点２のところも非常に問題がある

と思いますし、１も、普通の研究開発の今までの狭い意味といいますか、従来

の研究開発というようなものの目標の設定とは違うような幅の広いいろいろな、

あれもある、これもあると、今あのように言っていたのは、多分、本音だと思

うのですよ。だから、そういうのも、やはりそれなりにここでできるような形

で、入り口をそうすると、途中だとか出口というのは当然変わってきますから、

そういうものも含めて、こういうものに対応する、普通の今までの狭い意味で

のＲ＆Ｄとは違う考え方を出さないといかぬかなと思いますけれども。 

【座長】Ｒ＆Ｄではあるのだけれども、もう少し幅のある形でということでよ

すね。この論点１、２、３、４を一応頭に入れながら、ちょっとご意見を、今

までの経産省との議論も含めて。 

【委員】委員がいろいろご指摘になったので、もうそれに尽くされていると思

うのですけれども、このスキームというのをもうちょっと戦略的なものに書き

かえていただきたいというのが、本当に率直な感想です。 

 一番上のプロジェクト公募、提案何とかという従来型の採択のスキーム、事

後評価等も含めてですね。これは、全く逆転していて、中小企業の横の並びの

ここのチームワークで、やはりバリューを生み出していくんだと思うのですよ。

だから、ここがすごく重要で、このチームワークをリーダーが統括して、そし

て最大の力を引き出していくというような、そこがやはり一番上にあるべきで、

そのリーダーが一番上にあるべきで、そういう書き方といいますか、事業管理

法人のあり方、「一切の契約責任を負う」とかと書いてあるのですけれども。

では大学とかがそういう事務管理をやるところなのかという疑問もありますし、

いろいろな意味でここの図は、全く抜本的に考え直していただきたいというの

が私の感想です。 

【座長】なるほど。ほかに。 

【委員】プリミティブな疑問がまだよくとれないで、困ったな、余り意見を言

わない方がいいのかなと思っているのですけれども、資料４の明確な目標の設

定は、私はそのとおりだと思いますけれども、明確な目標の設定という中身が
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どういうものかなんですね。 

 例えば、ある企業、この中小企業をまとめていく企業があって、そこが自分

のところで近い将来における次の製品開発そのものに係る目標を掲げるとすれ

ば、それは極めて明確になると思うのですけれども、それは多分、国の補助と

いうことから見ると、少し合わなくなるわけですね。そうすると、そういう目

標は、ここの対象からは多分ずれるのだろうと思うのです。では、明確な目標

の設定は結構ですけれども、どういうものを設定するかということをさっきか

らずっと考えているんですが、そこは明確さだけを求めると、製品開発そのも

のに直接かかわるものが一番明確なわけで、それから外れてくると、だんだん

不明確になってくる可能性があるわけですね。 

 それで、私はもう勝手な想像をしていたんですが、これはうんと批判を恐れ

ずに言えば、新しい工作実習のグループをつくるのかなという。そうすると、

工作実習だと、大体、学校であれば先生が、こういうものをつくってください

と。１週間ぐらいかかって、その中には鍛造もあればメッキもあれば何もある。

つくってくださいというもの、その目標は、とにかく公募によってもっとみん

なが議論しながら決めましょうと。あとは、その学校みたいなもの、そこに中

小企業のレベルアップをするのですというような勝手なイメージを……そうだ

と、私は国のお金を出す価値があるような気がするのですね。物すごく違って

いるでしょうか、私が言っていることは。 

【座長】いかがでしょうか。 

【委員】経産省のご説明だと、経産省の中に、外部の人も入れてある種のワー

キンググループをつくって、八ヶ岳と称するようなターゲットを決めると。今

の委員のイメージは、そのターゲットを決めるプロセスのところが一種の学校

になっているのではないかなという気がするのですけれども、それを受けて、

今度は実施者の中で同じような学校を設定する。それが、校長先生はこのプロ

ジェクトの総括者だといったような、そんな感じではないかなというふうに思

うのですけれども。 

 それで、私は、これはコメントの中で後で指摘したいと思うのですけれども。

どうもやはり中核技術領域が明確な部分と、それから複合的技術領域といった

ようなものとは、プログラムとしては分けた方がいいのではないかなと。だか

ら、メッキとか何とかかんとかという６つか７つぐらいの技術領域は、これは

中核技術領域の何とか部門とかというふうなことになるけれども、それらに属

さないより複合的な部分、これは多分マネージメントとか、先生のおっしゃる

学校のあり方みたいなものが、かなり違ってくるだろうと思います。 

【座長】私も似たようなあれがあって、ここの１のタイトルだと、「優れたテ

ーマの選定」なんだけれども、選定の前に何とか委員会がやる上からブレイク
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ダウンしている将来のこういう技術、それは単独であるかもしれないし、複合

であるかもしれない。そこのところが、バリアの大きさも含めてどういうぐあ

いに設定されるかというのが、半分、非常に重要なのではないかという気がし

ていて、それに対してどういうあれをするのかなという。だから、その「テー

マの選定」というのは、両方含めてここでは言っているのかもしれないんだけ

れども、その辺のメカニズムをどう考えていくかというのは重要なファクター

ではあると思います。 

【委員】ですから、実際に２年ないし３年なりで実施するときにターゲットは

何かということは、その学校の中でよく検討して明確化しておいてくださいと

いうのが、この明確化ということの意味ですよね。それがわからないまま実施

に入ってしまうと、後で評価しようというときにうやむやになってくるので、

これはやはりある種のステートメントとして提案の中に入れておいていただく

ということでしょうね。 

【委員】先ほど言いましたように、やはり明確といっても、いろいろなものが

あるのです。 

【座長】はい、そこが幅ですよね。さっきおっしゃったようにね。 

【委員】バラエティーがあるから、今までのＲ＆Ｄの概念で明確というと、ち

ょっと違和感がありますよね。それは認めないとしようがないのではないです

か、こういうものについて。 

【座長】そういうことですよね。 

【委員】委員の認識に対して、私は、プラス、この論点の中に明確に書きたい

のは、表現は別としまして、まず金のばらまきにはならないと。学校ですと、

何かちょっと勉強型になってしまいしますから、勉強ではないぞということで、

かつ、それは当然、戦略的基盤技術ですから、戦略的基盤技術のブレイクスル

ーにつながる実行責任、それから当然、権限を与える。この体制を与えること

が、資料３－６では不明確だなと。 

 そこで、私は少しそこのところをきっちりスペシファイするために、論点２

は「実施責任組織の明確化と」というのを入れたら、「着実な推進体制の整

備」―「及び」になるかもしれませんが、「マネージメントの徹底」と。実

施責任組織の明確化、これは、プロジェクトリーダーはいずれ決まるんでしょ

うけれども、先ほど先生がおっしゃったように、組織がバックアップしてくれ

ないと、金がないですし、権限もないし、ですからそこをやはり所属する、多

分、有力中小企業でしょう。その社長がやはりしっかり…… 

【委員】本気にならないとだめだと。 

【委員】ええ。そのもとで、プロジェクトリーダーが自由に責任と権限を果た

せるような、こういう形で論点２はきちっと修文し、資料３－６というのは変
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えてもらわないと、これは金のばらまきになってしまって、成功確立は３割も

いかない、こういうことになるのが大体……。 

【委員】そこが、普通の研究プロジェクトと違うところですよね。大学の学長

は責任を持たないとだめということにはならないが、これはちょっと違うんで

すよね。 

【委員】同じ意見ですけれども、実際、私は多くの場合、企業改善を大分やっ

ているのですけれども、そのときに工場長クラスが代表になってもだめなんで

すよ。やはり、会社を代表する代表権を持った人が大将になって、その人が社

運をかけて、また自分の名誉をかけて進めるんだよと言ってばんばんやってい

かないと、やはり日常に全部とらわれてしまうのですね。だから、そこのとこ

ろは今おっしゃられたように、きちっとだれが責任を持つのか。もっと言えば、

江戸の火災のときの纏持ちと同じですよね。ここまでは燃やさないんだぞとい

って纏持ちが上に立って、それで纏を持つから、あいつを殺しちゃいけないと

いうのでみんな頑張るわけですね。その目印がなかったら、もう火の勢いで流

されてどんどん行ってしまうのではないかと。そういうことで、ぜひ今のとこ

ろはしっかり入れていただきたいなというふうに思います。 

【委員】今まで、戦略的基盤技術の中で金型ロボットをやって、その実態は、

ちょっとまだ説明が不足だったのですけれども、恐らく応用的分野であって、

その分野だとプロジェクトマネージャーといっても、かなり技術的な識見のあ

った方を中心に動いたかもしれないけれども、今度の基盤技術は、中小企業の

まさに本業そのものなんですよね。本業そのもののえらい大革新をやるので、

それは言ってみれば、下手すればばくちをやるようなものなんですね。失敗し

たら、その企業は終わってしまうかもしれないという意味で、そういう意味で

は、これはかなり真剣勝負をそれぞれのところにやらせるわけですから、やは

り今、先生も再三おっしゃっているように、何かやはり核になるところは、雇

われ店主というのは、どうもちょっとイメージが違うなというような感じがし

ているので、その辺での体制づくりを、きっちりやってもらいたいというよう

に考えています。 

【座長】なるほど、わかりました。論点２のところ、特にあれですよね。 

【委員】もう一つ。先ほど一番最初に言った話ですけれども、やはり国は、戦

略的にここを強くしようという何かターゲットがあって、それは特に優遇する

よとか、何か少なくとも国が進むべき方向性というのがあっていいのではない

かなと思うのですけれども。 

【座長】わかりました。それは、彼らの説明によるとどこでしたっけ。上から

重要な分野があって、それからデバイスとか何とかがおりてきてとか、それを

ちゃんとブレイクダウンすると。委員会がどこまでできるかですよね。 
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【委員】そうですよね。だから、分野というよりも、何か１つ、昔はアポロ計

画などがありましたけれども、深海をやるとか、それから原子力をやる、ロボ

ットをつくるとか、そういういろいろ、何か１つターゲットを置いて、それに

かかわらず、とにかく徹底的に何年間でやってみようと。そうすれば、すそ野

も具体的に広がりますよね。そうしないと、何かばらまきになってしまうので

はないかと。 

【座長】私もそう思って、だからさっき論点１のところで、優れたテーマの設

定というか、そこは選ぶ前に、どうやってそこに戦略的な設定行為を入れるん

だというのがすごく重要かなと思ったりしたのですけれども。 

【委員】私は、確かに中小企業が支えてくれています。しかし、それは川下の

方の産業を支えてくれているわけですから、果ては、やはり私は、例えば経産

省が今つくりつつあるものづくり戦略懇談会ですか、それがまとめているんで

すね。何かそこの中のここのところに最終的にはつながるんだという、そうい

うことは経産省としてぜひフロントローディングして、そのつながるんだとい

うことの中でのこの１つと、そういうことを明確にできるのではないかと。私

が今見えているのは、経産省がやっているものづくり戦略懇談会、正確には何

でしたっけ。 

【事務局】ものづくり政策懇談会です。 

【委員】あれのどこかにこれがつながるんだということは、やはり経産省とし

て明確に決めて、そうした上でのこういう落とし込みということを……。 

【事務局】経済産業省からの説明では、現時点では新産業創造戦略2005の中

のサポーティングインダストリーへの施策の重点化に位置付けられて、基盤技

術強化ということでおやりになっているという説明を受けています。 

【座長】この説明ではね。それはいいんです。新産業創造戦略は、「産業」で

ぼやっとしているわけですけれども、今、ものづくりというときに落とし込む

と、その新産業創造戦略をインプリメンテーションするものづくりの面では、

そのものづくり推進戦略というのを少しファインメッシュで見たもののここに

つながるんだというのが、さっき委員のおっしゃったことにつながるのではな

いかと。そこがやはり私は、経産省に要求すべきだなと思いますね。 

【委員】スキームの中にミッションが全然見えなくて、だから実現すべき価値

というのがこれで何なのかというのは、全然前面に出ていないんですよね。だ

から、それを出していただいて、そこからそれを実施していく機構というのを

下ろしてもらって。これだと本当にばらまきそのものみたいに見えるのは、事

実だと思います。 

【座長】それ以外にありますか。 

 ちょっと事務局とも相談ですけれども、本日は論点のタイトルぐらいは決め
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たいんだけれども、今いろいろありましたように、２番目について、責任体制

をもう少しちゃんとするような表現に、タイトルも含めて―中身はこれから

変えられるわけで、したいということと、それから論点１の「優れたテーマの

選定」のところを、これでいいのか、もう少し考えた方がいいのか、その２点

を早急にちょっと議論して、皆さんにこういう案でいかがでしょうかというの

をフィードバックするという、本日決めきれないと思うので、いいですか、そ

れで。 

【委員】今の意見に関して、１つ論点をふやして、論点１の前に、今、委員が

おっしゃられたような、要するに戦略的分野の設定、あるいは体系的な戦略展

開の中の位置付けとか、そういうことを、このプログラムはどこを担うのかと

いうことを明確にするというのが論点１の前にあっていいのではないでしょう

かね。それを受けて、ここにある論点１というのは、個別テーマを選ぶ選び方

ということになるわけですから、制度の枠組みの位置付けみたいなことがどれ

ぐらい戦略的に考慮されているのか、これが結局はミッションにつながってく

るわけですね。 

【委員】今、それで、何か違和感があるなと感じていたのがぴんときたような

気がするのです。経産省はミッションというのを中小企業の育成と、こう思っ

ているんですよ。だから、そこらに我々と違うところがあるんです。入り口の

ところでというか、最初のスタートのところで。 

 だから、今、我々のいわゆる今までの意味での研究開発の評価ということで

いえば、この最初の今言われたものを具体的に入れないと、話がおかしくなり

ますね。 

 だけれども、経産省の方の認識はそうではないような気がするので、そこを

どうするかということになりますね。 

【座長】だから、先ほど委員もおっしゃったように、ものづくりの中でどう位

置付けられるとか、そういうものも論点１の中に、もし入れられるんだったら、

そこが一番いいと思うのです。 

【委員】委員のおっしゃったように、論点１に入れるか、むしろその上位とし

て論点０（ゼロ）に、ものづくり基本法もありますし、ものづくり力強化、今、

経産省がものづくり戦略を決めていますから、ものづくり力強化に向けた国策

の中での位置付け明確化と、何かそういう趣旨のことをやはりきちっと。それ

から、この各論のテーマの話の論点１に落ちてくる。いきなり論点１に行って

しまうと見えなくなってきてしまうという、多分、そういう意味では論点０を

つくった方が、しかも経産省はやっておりますからですね。 

【座長】どうでしょう、事務局。今のあれでもう一度、案をつくったらと思い

ますが。 
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【事務局】ただいまご議論いただいたものを踏まえまして、実はこの後、今後

の進め方についてこちらの考えていることをご説明するということになってい

るのですが、そちらとも関連いたしますのでちょっとご説明させていただきま

すと、本日、この会議が終わった後、今日の資料の説明のときに最後に申しま

した「評価コメントの提出について」という様式が、今、お手元にございます。

この様式をごらんいただきますと、１枚目の１．というところに、評価の論点

に対する意見ということで、ここでは論点１、２、３、４について、⑤その他

ということになっておりますけれども、実は先ほど申しましたように、きょう、

本日のこの会議で論点がおおよそ固まれば、それぞれの論点ごとにいろいろな

コメントをこちらの方にいただきたいというように考えておりまして、このよ

うな様式にしたものです。 

 ただ、今ご議論いただきまして、論点１の前に、論点０と申しますか、もう

１段前のものがあっていいのではないかということでございましたので、こち

らの論点の細かな文言までを、今、もう一度１往復して、それからコメントを

いただくということになると、ちょっとそれだけでまた時間を要してしまいま

すので、大変恐縮なんですけれども、本日、今のこの話し合いの中で、おおむ

ね皆様方の考え方がほぼ合意がとれているということであれば、皆様からいた

だいたコメントをもとにして評価報告書のたたき台をこちらでつくって、それ

を再度フィードバックいたしますけれども、そのときにこの論点の文言につき

ましても、たたき台でこれからお示しするものが本当にいいのかどうかという

ことで再び筆を入れていただくようにいたしまして、たたき台をつくるときに、

きょう今ご議論いただいたものを極力踏まえて、論点といいますか、表題にし

た上でつくっていく形で進めさせていただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

【座長】ぜひそういうことで進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それで、それをベースに皆さんのコメントをいただくということでよろいし

いですね。 

 それで、皆さんからいただいたものをして、最終的には事務局と座長である

私とにお任せいただいて決めさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それからもう一つは、１１月４日に開催されます評価専門調査会、これで

我々の検討結果を説明することになっておりまして、これは座長である私が取

りまとめて報告するということになっているそうなので、それをご理解いただ

きたいと思います。 

 それで、大体、今後の方向も含めてよろしいでしょうか。 

 では、そういうことで、皆さんからのコメントをよろしくお願いします。 
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【事務局】それでは、ご説明いたしましたコメントを含めて、今後のスケジュ

ールをご説明させていただきたいと思います。 

 この「評価コメントの提出について」ということでお配りしたものにつきま

しては、今、１．のところが論点１から４までについてとその他となっており

ますけれども、仮置きで、この一番上に論点０についてということをつけ加え

た形で、電子ファイルの形、メールで皆様の方に、この後、送らせていただき

ますので、その論点０から４まで、その他ということでこちらの方にコメント

をいただければと思います。 

 それから、その下、２．には、評価の論点以外でも、特に何か考慮すべき事

項があればということで用意してありますので、こちらの方にもご自由にコメ

ントをいただければということです。 

 それから、２枚目、３枚目をちょっと見ていただきますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅということで、これは１回目の評価検討会の際に、私どもの方から提示いた

しました必要性、有効性、効率性といった観点をもうちょっとブレイクダウン

した項目がありますので、それぞれの項目ごとにコメントをいただければとい

うことです。 

 それで、こちらの方でいただきましたコメントをもとにして、先ほど申しま

したように、評価報告書の原案たたき台というものを事務局でまとめて、皆様

の方に再度それをお流しいたします。そのときに、先ほどの論点の見出しも含

めてコメントを再度いただいて、その返ってきたコメントをもとにして、次の

ステップとしては、私どもと、それから座長とで相談させていただいて、最終

的に専門調査会に提出する報告書の原案、これを固めさせていただきたいと考

えております。その原案をもとにして、１１月４日予定の評価専門調査会でご

議論いただいて、本会議に提出する評価報告書の案という形に合意をとってい

くようにして、最終的には１１月末予定の総合科学技術会議本会議に諮って、

正式な報告書として固める、関係大臣に意見具申を行うと、こういうスケジュ

ールで進めたいということです。 

【座長】そうですね、月曜日までに。皆さん、今までにコメントを何回も出し

ていただいているんですけれども、この２回の議論を踏まえて、これだけはプ

ライオリティーが高いというものを、ぜひこのコメント提出に書いていただき

たいと、こういうことで、ダブりますかもしれませんけれども、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

【委員】論点０のタイトル表現は、どうしますか。 

【事務局】先ほど委員からご提案がございました戦略的分野の設定と、もう一

つの言い方があったんですけれども、そちらのいずれかをベースにしたいとい

うように考えております。つまり、この個別テーマの設定ということを論点の
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１ということにして、その上のいわゆる方向性といいますか、その設定をちゃ

んとやらなければいけないのだというところが論点０なのかなという考え方で

す。 

【座長】最後に、先ほどもありましたように、本日の資料は、資料３－５を除

き公開ということですので、ご了解いただきたいと思います。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

－了－ 

 


